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訂正前

通知書には、除草を行う期限を記載し、その通知に従わない場合は、勧告書を送付します。

訂正後

通知書を複数回送付しても従わない場合は、除草を行う期限を記載し、勧告書を送付します。

＊除草を依頼する通知には期限の記載はありません。


